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国
京　

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

　
　
　

は 

じ 

め 

に

　

福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
今
泉
の
西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
に
は
年
月
不
詳
の

「
本
陣
等
間
取
図
」
が
、
四
枚
残
さ
れ
て
い
る
（
図
１
〜
４
）

（
１
）。

今
泉
浦
の
源
大

夫
家
・
久
兵
衛
家
・
与
兵
衛
家
、
河
野
浦
の
三
郎
右
衛
門
家
・
吉
右
衛
門
家
の

五
軒
の
平
面
図
で
あ
る
（
以
後
各
図
は
「
源
大
夫
家
図
」、「
久
兵
衛
家
・
与
兵

衛
家
図
」等
と
仮
称
）。
こ
の
う
ち
の
源
大
夫（
今
泉
浦
三
郎
右
衛
門
と
も
称
す
）

家
は
、
現
在
の
浜
野
源
三
郎
家
に
あ
た
り
、
西
野
家
と
同
様
に
同
浦
を
代
表
す

る
問
屋
業
を
営
ん
で
い
た
旧
家
で
、
江
戸
時
代
に
は
廻
国
巡
見
使
が
度
々
宿
泊

し
て
い
る
。
浜
野
家
に
は
江
戸
時
代
後
期
の
建
設
と
伝
わ
る
住
宅
が
の
こ
さ
れ
、

そ
の
平
面
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
廻
国
巡
見
使
休
泊
時
の
間
取
り
で
あ
る

「（
本
陣
間
取
図
）」
中
の
「
今
泉
浦
三
郎
右
衛
門
家
間
取
図
」（
図
５
）
を
基
本

に
し
て
い
る（

２
）。

し
か
し
、
年
不
詳
の
「
源
大
夫
家
図
」
は
天
保
九
年
の
間
取
図

と
も
大
き
く
異
な
る
。
一
方
、
河
野
浦
の
「
三
郎
右
衛
門
家
図
」（
図
６
）
は
現

在
の
中
村
三
之
丞
家
で
、現
住
宅
主
屋
は
明
治
二
十
年（
一
八
八
七
）に
建
築
さ
れ
、

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
村
家
に
の
こ
さ
れ
る
天
明
七

年
（
一
七
八
七
）「
河
野
浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
」（
図
７
）

（
３
）、寛

政
元
年
（
一
七
八
九
）

の
「
御
廻
国
様
ニ
付
家
絵
図
御
本
陣
御
下
宿
共
」
中
の
間
取
図
（
図
８
）

（
４
）、

天

保
九
年
の
廻
国
巡
見
使
休
泊
時
の
「（
本
陣
間
取
図
）」
中
の
「
河
野
浦
三
郎
右

衛
門
家
間
取
図
」（
図
９
）
と
も
異
な
る（

５
）。「

本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
両
家
の
住
宅
間
取
り
の
変
遷
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
り
、

さ
ら
に
越
前
の
浦
方
住
宅
の
変
化
を
探
る
貴
重
な
史
料
と
な
る
。

　

本
稿
は
、
巡
見
使
に
使
用
さ
れ
た
今
泉
浦
と
河
野
浦
の
本
陣
・
同
下
宿
の
宿

名
を
各
時
期
の
巡
見
使
関
係
文
書
で
調
査
し
、「
本
陣
等
間
取
図
」
の
宿
名
と
一

致
す
る
巡
見
使
の
時
期
を
図
の
描
写
さ
れ
た
時
期
と
推
定
す
る
。
そ
の
上
で
享
保

十
年
（
一
七
二
五
）
以
降
の
各
巡
見
使
宿
泊
時
に
お
け
る
見
積
仕
様
帳
に
記
さ
れ

る
源
大
夫
（
三
郎
右
衛
門
）
家
の
間
取
り
と
「
源
大
夫
家
図
」
を
比
較
し
、
こ

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

国　
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六
十
四
巻
一
号

の
図
の
間
取
り
の
建
物
存
知
期
間
を
推
定
し
、
こ
の
図
の
年
代
に
大
き
な
食
い
違

い
が
生
じ
な
い
か
を
確
認
す
る
。さ
ら
に
河
野
浦
の
中
村
三
之
丞
家
の
天
明
七
年・

寛
政
元
年
の
間
取
図
と
比
較
し
て
も
年
代
に
齟
齬
を
来
さ
な
い
か
確
認
す
る
。

　
　
　

一　

巡
見
・
巡
覧
と
本
陣
宿

　
「
源
大
夫
家
図
」
に
は
「
御
本
陣
源
大
夫
方
」
あ
る
い
は
「
本
陣　

今
泉
源

大
夫
」
と
あ
り
、
同
図
は
江
戸
時
代
に
幕
府
役
人
あ
る
い
は
福
井
藩
主
の
休
泊

施
設
本
陣
と
し
て
源
大
夫
家
が
つ
か
わ
れ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
今
泉
浦
・
河

野
浦
は
福
井
藩
領
で
、
幕
府
の
国
目
付
や
廻
国
巡
見
使
、
福
井
藩
主
の
本
陣
宿

浦
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
将
軍
の
代
替
わ
り
時
の
廻
国
巡
見
使
派
遣

は
、寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）、寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）、天
和
元
年
（
一
六
八
一
）、

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
享
保
元
［
二
］
年
、
延
享
二
［
三
］
年
（
一
七
四
五
）、

宝
暦
十
［
十
一
］
年
（
一
七
六
〇
）、
天
明
七
［
八
、
寛
政
元
］
年
、
天
保
八

［
九
］
年
（［　

］
括
弧
内
は
派
遣
令
と
実
施
さ
れ
た
年
が
異
な
る
時
、
以
後
各

年
の
巡
見
使
派
遣
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
寛
永
期
・
寛
文
期
等
と
称
す
）
の
九
回

あ
る（

６
）。

こ
の
他
に
藩
主
代
替
わ
り
の
国
目
付
派
遣
が
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。『
河
野
村
誌（

７
）』

に
よ
れ
ば
、
今
泉
浦
お
よ
び
河
野
浦
を
訪
れ
た
巡

見
使
は
享
保
二
年
か
ら
天
保
九
年
ま
で
の
六
回
が
河
野
村
内
の
史
料
に
よ
り
確

認
で
き
る
。
鈴
木
与
兵
衛
家
文
書（

８
）に

よ
れ
ば
、
廻
国
巡
見
使
や
公
料
巡
見
使
は

寛
文
七
年
以
降
に
越
前
へ
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
巡
見
使
は
従
前
の
巡
見
使
が
休

泊
し
た
村
々
で
休
泊
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で
、
今
泉
浦
や
河
野
浦
に
も

寛
文
七
年
の
巡
見
か
ら
休
泊
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
福
井
藩
主
巡
覧

は
『
河
野
村
誌
』
で
寛
永

十
年
を
含
め
五
回
確
認
さ

れ
る（

９
）。万

延
元
年（
一
八
六
〇
）

の
記
録）

（（
（

に
よ
れ
ば
、
福
井

藩
主
の
巡
覧
は
本
陣
一
軒

と
下
宿
三
十
三
軒
が
確
認

で
き
、「
本
陣
等
間
取
図
」

の
軒
数
と
比
較
し
て
極
端

に
宿
数
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
福
井

藩
主
の
藩
内
巡
覧
の
際
の

図
と
は
考
え
難
く
、
幕
府

役
人
の
巡
見
使
休
泊
時
の

図
と
み
ら
れ
る
。

　

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書

に
は
享
保
十
年
に
派
遣
さ

れ
た
国
目
付
を
迎
え
る
た

め
に
建
物
を
修
繕
あ
る
い

は
仮
設
物
を
建
築
し
た
今

泉
浦
の
本
陣
宿
の
次
郎
兵

衛
、
同
源
大
夫
、
下
宿
次

郎
右
衛
門
の
見
積
書
が
残

宝暦期（廻国） 天明期（廻国） 天保期（廻国）
宝暦10年・宝暦 11 年 見積書 天明７年・寛政元年 見積書 天保８年・天保９年 見積書
浦名 宿　名 浦名 宿　名 浦名 宿　名

今泉浦 治郎兵衛 今泉浦 次郎兵衛 河野浦 中村三郎右衛門 ○
〃 五右衛門 〃 五郎右衛門 〃 忠左衛門 ○
〃 三郎右衛門 ○ 〃 三郎右衛門 ○ 〃 権左衛門 ○
〃 市左衛門 〃 多兵衛 〃 新左衛門 ○

〃 （九右衛門） 〃 権兵衛 △
河野浦 三郎右衛門 河野浦 三郎右衛門 今泉浦 三郎右衛門 ○

〃 吉右衛門 〃 吉右衛門 〃 五右衛門 ○
〃 甚助 △

辰秋御廻国御宿拵見積帳
（『河野村誌 資料編』） 御廻国様萬事留帳 御廻国御泊今泉浦河

野浦御宿拵見積帳

・○印は見積仕様帳あり　△印は一部見積仕様帳あり ・（　）は予定されたが使用されなかった
・善右衛門は中村家「御宿拵見積帳」から ・特記なきは浜野源三郎家文書
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西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
浜
野
源
三
郎
家
文
書
に
は
延
享
期
・
宝
暦
期
・
天
明
期
・

天
保
期
の
廻
国
巡
見
使
を
迎
え
る
た
め
の
同
様
な
今
泉
浦
の
本
陣
や
下
宿
の
見

積
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
積
書
で
は
部
屋
名
や
仮
設
で
建
て
ら
れ

る
建
物
の
仕
様
、
畳
表
替
に
と
も
な
う
部
屋
の
畳
数
と
床
の
間
の
大
き
さ
、
障

子
の
張
り
替
え
や
新
調
に
よ
る
建
具
数
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

浜
野
源
三
郎
家
が
本
陣
と
し
て
使
用
さ
れ
た
時
期
を
記
録
か
ら
確
認
で
き
る

の
は
、
享
保
期
（
廻
国
・
国
目
付）

（（
（

）・
延
享
期
（
廻
国
）・
宝
暦
期
（
廻
国
）・

天
明
期
（
廻
国
）・
天
保
期
（
廻
国
）
が
あ
り
、隣
接
の
河
野
浦
と
共
に
宿
を
担
っ

た
。
こ
の
時
の
本
陣
宿
と
そ
の
下
宿
を
表
１
に
示
す）

（（
（

。
前
述
の
よ
う
に
「
源
大

夫
家
図
」
は
天
保
九
年
の
「（
本
陣
間
取
図
）」
中
の
「
今
泉
浦
三
郎
右
衛
門
家

間
取
図
」
と
大
き
く
異
な
り
、「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
は
天
明
七
年
の
「
河
野

浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
」
と
寛
政
元
年
の
「
御
廻
国
様
ニ
付
家
絵
図
御
本
陣
御

下
宿
共
」
中
の
間
取
図
、
さ
ら
に
天
保
九
年
の
「（
本
陣
間
取
図
）」
中
の
「
河

野
浦
中
村
三
郎
右
衛
門
家
間
取
図）

（（
（

」
と
も
異
な
る
か
ら
、
天
明
期
・
天
保
期
の

廻
国
巡
見
使
時
の
間
取
図
は
除
か
れ
る
。
一
般
に
本
陣
宿
・
同
下
宿
は
地
域
の

有
力
な
庄
屋
・
長
百
姓
な
ど
の
家
が
選
ば
れ
、
宿
は
前
例
を
重
視
し
、
同
じ
家

が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
今
泉
浦
・
河
野
浦
も
同
じ
で
あ
っ
た
が
、

江
戸
時
代
末
期
頃
に
は
今
泉
浦
に
か
わ
っ
て
河
野
浦
が
栄
え
、
天
保
期
に
は
一

番
・
二
番
宿
を
河
野
浦
が
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
享
保
期
・
延
享
期
に
は
河

野
浦
の
本
陣
宿
の
有
無
が
不
明
で
あ
る
が
、
享
保
二
年
の
廻
国
巡
見
使
派
遣
は

三
名
で
あ
り
、河
野
浦
に
本
陣
が
設
け
ら
れ
、三
郎
右
衛
門
家
が
本
陣
宿
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。「
本
陣
等
間
取
図
」
に
は
江
戸
時
代
末
期

を
除
き
今
泉
浦
で
有
力
家
で
あ
っ
た
次
郎
兵
衛
家
の
図
は
み
ら
れ
な
い
が
、
今

泉
浦
に
本
陣
を
二
軒
も
設

け
る
場
合
は
、
次
郎
兵
衛

家
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

は
十
分
想
定
さ
れ
る
。
こ

の
表
か
ら
今
泉
浦
の
源
大

夫
（
三
郎
右
衛
門
）・
久

兵
衛
・
与
兵
衛
と
河
野
浦

の
三
良
（
郎
）
右
衛
門
・

吉
右
衛
門
が
同
時
に
本
陣

宿
・
同
下
宿
を
勤
め
た
と

考
え
ら
れ
る
時
期
は
、
享

保
期
（
廻
国
・
国
目
付
）・

延
享
期
（
廻
国
）
の
二
時

期
が
考
え
ら
れ
る
。
延
享

期
の
今
泉
浦
の
下
宿
を
勤

め
た
の
は
治
（
次
）
郎
右

衛
門
・
久
兵
衛
で
、
図
面

の
与
兵
衛
が
み
あ
た
ら
な

い
。
宝
永
六
年
の
「
北
藤

左
衛
門
田
畑
永
代
売
券

状）
（（
（

」
に
よ
れ
ば
、
次
郎
右

衛
門
・
源
大
夫
・
与
兵
衛
・

久
兵
衛
は
今
泉
浦
の
長
百

本陣等間取図 享保期（廻国） 享保期（国目付） 延享期（廻国）
派遣令年・実施年 享保元年・享保２年 享保10年・享保 10 年 見積書 延享２年・延享３年 見積書
本陣・下宿 浦名 宿　名 浦名 宿　名 浦名 宿　名 浦名 宿　名
１番本陣 今泉浦？ 今泉浦？ ？ 今泉浦 治郎兵衛 ○ 今泉浦 治郎兵衛 ○
〃 下宿 〃 次郎右衛門 ○ 〃 治（次）郎右衛門 ○

２番本陣 今泉浦 源大夫 今泉浦？ ？ 〃 源大夫 ○ 〃 源大夫 ○
〃 下宿（1） 〃 久兵衛 ？ 〃 久兵衛 ○
〃 下宿（2） 〃 与兵衛
３番本陣 河野浦 三郎右衛門 河野浦？ ？ 河野浦？ ？ 河野浦 ？
〃 下宿（1） 〃 吉右衛門 〃 ？
〃 下宿（2）

出　　典 西野次郎兵衛家文書
御目付様御順見御泊今
泉浦御宿拵見積り帳

（『河野村誌 資料編』）
延享三子ノ年御廻国
御泊宿見積仕様帳

表１　巡見使時期と本陣宿等・見積書の有無
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六
十
四
巻
一
号

姓
、
次（
治
）郎
兵
衛
は
庄
屋
で
あ
る
。
与
兵
衛
は
享
保
期
か
ら
天
保
期
の
本

陣
の
下
宿
と
な
っ
た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
宝
永
六
年
当
時
に
長
百
姓
で

あ
る
か
ら
享
保
期
・
延
享
期
に
本
陣
下
宿
で
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

「
本
陣
等
間
取
図
」
に
は
休
泊
宿
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
改
造
さ
れ

た
場
所
、
修
理
・
仮
設
の
指
示
、
修
理
さ
れ
た
様
子
、
巡
見
使
や
従
者
の
部
屋

割
り
な
ど
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
本
陣
等
間
取
図
」
は
、

休
泊
宿
の
候
補
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
も
推
測
で
き
る
。
当
初
予
定
さ
れ

て
い
た
休
泊
下
宿
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
天
明
期
の
廻
国
巡
見
使
時
の

例
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
享
保
十
年
の
国
目
付
巡
見
使
に
本
陣
二
軒
、
下
宿
一

軒
の
記
録
し
か
な
い
か
ら
享
保
期
の
図
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

さ
ら
に
本
陣
宿
が
不
明
で
あ
る
享
保
二
年
以
前
の
廻
国
巡
見
使
時
の
図
と
も
考

え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

以
上
か
ら
「
本
陣
等
間
取
図
」
は
今
泉
浦
の
源
大
夫
・
久
兵
衛
が
同
時
に
宿

を
勤
め
て
い
る
延
享
期
以
前
の
巡
見
使
宿
泊
時
の
図
と
推
定
で
き
る
。

　
　
　

二　

巡
見
使
宿
の
見
積
仕
様
帳
と
「
源
大
夫
家
図
」

　

浜
野
源
三
郎
家
主
屋
は
記
録
に
よ
れ
ば
、
寛
政
十
二
年
に
新
築
さ
れ
、
そ
の
後

享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
の
出
火
に
よ
り
焼
失
し
た）

（（
（

。
そ
こ
で
土
地
を
買
い
増
し
、

新
た
な
建
物
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、
現
在
の
主
屋
で
あ
る
。
天
保
期
の
廻
国

巡
見
使
本
陣
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
「
今
泉
浦
三
郎
右
衛
門
家
間
取
図
」（
天
保

八
年
）
の
主
要
部
分
が
現
建
物
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
天
保
八
年
の
間
取
図
と
西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
源
大
夫

家
図
」
と
は
座
敷
の
床
の
間
や
縁
の
配
置
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
れ
か
ら
「
源
大

夫
家
図
」
は
享
和
三
年
の
火
災
前
あ
る
い
は
寛
政
十
二
年
の
再
建
前
の
図
と
な
る
。

　

前
節
の
巡
見
使
本
陣
宿
名
の
検
討
か
ら
享
保
あ
る
い
は
延
享
期
以
前
の
巡
見

使
時
の
図
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。
源
三
郎
家
の
主
屋
は
享
保
十
年
の
本
陣

宿
時
期
か
ら
寛
政
十
二
年
の
建
て
替
え
ま
で
は
七
十
五
年
程
で
、
同
じ
建
物
で

あ
っ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
源
大
夫
家
図
」
を
史
料
の
残
る

各
時
期
の
巡
見
使
宿
の
見
積
仕
様
帳
か
ら
検
討
す
る
。
見
積
仕
様
帳
に
は
巡
見

使
等
が
宿
泊
に
使
用
す
る
部
屋
、
雪
隠
、
湯
殿
等
の
柱
・
壁
・
天
井
・
建
具
の

修
理
仕
様
と
そ
の
材
料
・
人
工
数
、
さ
ら
に
畳
修
理
の
見
積
と
し
て
各
部
屋
の

畳
数
が
記
載
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
巡
見
使
宿
泊
の
た
め
に
現
状
建
物
で
不
足
し

て
い
る
室
や
設
備
も
見
積
仕
様
帳
に
記
載
さ
れ
る
。
巡
見
使
の
随
行
員
と
な
る

下
級
武
士
が
使
用
す
る
部
屋
は
大
き
な
部
屋
を
建
具
で
仮
に
間
仕
切
っ
て
天
井

を
張
り
使
用
す
る
こ
と
や
、
湯
殿
や
雪
隠
を
仮
に
あ
る
い
は
新
し
く
造
る
こ
と

は
あ
る
が
、
巡
見
使
が
使
用
す
る
上
ノ
間
や
次
ノ
間
な
ど
の
主
要
な
座
敷
間
取

り
は
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
修
理
や
増
設
さ
れ
た
場
合

で
も
仮
に
造
る
時
は
「
仮
」、新
し
く
造
る
時
は
「
新
規
」、修
繕
す
る
時
は
「
張

替
」・「
塗
替
」・「
取
替
」・「
仕
替
」
と
表
記
さ
れ
る
。
そ
こ
で
座
敷
廻
り
の
見

積
仕
様
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
部
屋
の
大
き
さ
、
床
の
間
や
縁
側
の
有
無
、
さ

ら
に
建
具
数
か
ら
大
ま
か
な
開
口
部
の
様
子
を
推
定
し
、
座
敷
廻
り
の
大
ま
か

な
間
取
り
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
想
定
間
取
り
が
「
源
大
夫
家
図
」
の
間
取
り

と
食
い
違
い
が
な
い
か
検
討
す
る
。

（
一
）「
源
大
夫
家
図
」

　

主
屋
は
正
面
六
間
半
奥
行
五
間
で
、
正
面
を
東
と
し
、
敷
地
東
に
流
れ
る
川
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西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

に
面
す
る
。
間
取
り
は
正
面
六
間
分
を
二
間
幅
で
三
等
分
し
、
南
か
ら
北
へ
半

間
幅
の
縁
側
の
あ
る
座
敷
二
室
、
拾
畳
と
納
戸
、
土
間
・
水
屋
と
な
る
。
南
西

隅
の
一
間
幅
の
床
の
間
の
あ
る
七
畳
間
は
主
座
敷
の
上
ノ
間
、
そ
の
東
の
八
畳

間
は
次
ノ
間
と
み
ら
れ
る
。
八
畳
の
南
に
一
間
四
方
の
縁
（
ふ
三
た
ん
付
き
）、

一
間
四
方
の
湯
殿
、
縁
側
端
に
半
間
の
上
雪
隠
（
小
用
所
付
き
）
を
置
く
。
踏

み
段
の
あ
る
縁
は
上
雪
隠
や
湯
殿
が
近
く
に
あ
る
こ
と
か
ら
侍
な
ど
の
入
口

（
式
台
あ
る
い
は
玄
関
）
と
み
ら
れ
る
。
中
央
二
間
に
は
手
前
か
ら
四
畳
の
縁
、

三
方
が
板
戸
で
囲
ま
れ
て
残
り
一
方
が
土
間
に
面
す
る
板
敷
き
と
み
ら
れ
る
十

畳
、
大
き
さ
六
畳
の
納
戸
、
北
二
間
に
梁
間
い
っ
ぱ
い
に
土
間
を
と
り
、
そ
の

北
西
隅
に
水
屋
と
台
所
を
配
置
す
る
。

（
二
）［
享
保
期
］

　

享
保
十
年
六
月
の
「
御
目
付
様
御
順
見
御
泊
今
泉
浦
御
宿
拵
見
積
り
帳　

写）
（（
（

」

に
よ
れ
ば
、「
一
、
上
ノ
間
畳
九
畳
表
替
但
刺
通
代
貳
拾
壱
匁
壱
分
五
厘　

一
、

同
間
唐
紙
障
子
四
本
裏
表
張
替
」、「
一
、
同
間
腰
障
子
五
本
」、
湯
殿
に
「
一
、

松
六
分
板
壱
坪　

但
敷
板
」、
雪
隠
に
「
一
、
松
六
分
板
壱
坪
但
敷
板
」、
次
ノ

間
と
し
て「
一
、畳
拾
畳
表
替
但
刺
通
」、「
一
、三
尺
襖
戸
壱
本
上
張
」、玄
冠
に「
一
、

次
ノ
間
障
子
四
本
張
替
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
源
大
夫
家
図
」
の
一
間
幅
の

床
の
間
の
あ
る
七
畳
座
敷
、
そ
の
東
の
八
畳
座
敷
に
一
致
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

後
述
の
よ
う
に
延
享
期
見
積
書
・
宝
暦
期
見
積
書
に
は
九
畳
は
座
敷
七
畳
に
縁

側
二
畳
、
拾
畳
は
座
敷
八
畳
に
縁
側
二
畳
に
あ
た
り
、
記
載
内
容
と
一
致
す
る
。

上
ノ
間
と
次
ノ
間
の
境
に
あ
る
襖
戸
は
唐
紙
障
子
四
本
で
、
図
の
「
か
ら
紙
四

本
」の
書
き
込
み
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、上
ノ
間
の
腰
障
子
五
本
は
縁
側
に「
せ

う
し
」
が
三
本
し
か
な
く
、二
本
が
不
明
で
あ
る
。
図
に
障
子
の
記
載
は
な
い
が
、

床
の
間
北
側
の
外
部
に
面
す
る
壁
に
引
き
違
い
建
具
が
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
合

わ
な
く
も
な
い
が
、
外
部
に
直
接
腰
障
子
を
入
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

八
畳
と
そ
の
南
の
縁
境
に
腰
障
子
を
入
れ
る
こ
と
は
外
側
に
縁
が
あ
り
、
十
分

考
え
ら
れ
る
。
次
ノ
間
の
「
三
尺
襖
戸
壱
本
」
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
次
ノ

間
と
湯
殿
の
境
に
あ
る
三
尺
の
建
具
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、「
次
ノ
間
障
子
四

本
」
は
縁
側
境
の
「
せ
う
し
」
四
本
と
理
解
で
き
る
。
玄
冠
の
項
に
次
ノ
間
障

子
の
記
載
が
あ
る
が
、
屋
根
の
指
し
榑
や
外
壁
の
杉
皮
が
玄
冠
の
項
に
記
載
さ

れ
て
お
り
、
後
で
補
足
さ
れ
た
内
容
と
み
ら
れ
問
題
は
な
い
。

（
三
）［
延
享
期
］

　
「
延
享
三
子
ノ
年
御
廻
国
御
泊
宿
見
積
仕
様
帳）

（（
（

」
に
は
、
上
之
（
ノ
）
間
と
し

て
「
一
、
畳
九
畳
表
替　

但
縁
側
共
」、「
一
、
床
押
ま
く
り
壱
枚
」、「
一
、
襖
戸

四
本　

両
面
唐
紙
張
替
」、「
一
、
腰
障
子
六
本
張
替
」、「
一
、
天
井
床
共
四
坪

張
替　

廻
縁
竿
縁
共
」、「
一
、
縁
側
三
尺
弐
間
裏
板
打
替
」、「
一
、
縁
板
敷
居

繕
并
雨
戸
袋
共
」、次
之
（
ノ
）
間
と
し
て
「
一
、畳
拾
壱
畳
表
替　

但
縁
側
共
」、

「
一
、
上
湯
殿
壱
間
四
方
板
打
替
」、「
一
、
玄
冠
壱
間
四
方
新
規　

但
上
り
立
踏

檀
弐
段
付
」、「
一
、
押
ま
く
り
四
枚　

但
上
雪
隠
共
」、「
一
、
明
り
障
子
弐
本

新
規
」、「
一
、三
尺
襖
戸
壱
本
張
替
漆
紙
両
面
」、「
一
、
板
戸
壱
本
仕
替　

但
幅

弐
尺
三
寸
長
五
尺
五
寸
」、「
一
、
表
四
畳
敷
勝
手
之
方
ヘ
弐
畳
広
ケ　

仮
囲
明

り
障
子
弐
本
新
規
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
「
源
大
夫
家
図
」
で
み
る
と
、
上
ノ
間

の
畳
九
畳
は
座
敷
七
畳
と
縁
側
二
畳
、
次
之
間
の
「
拾
壱
畳
表
替
」
は
座
敷
八

畳
と
南
縁
側
二
畳
、
さ
ら
に
湯
殿
一
畳
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
上
湯
殿
二
畳
・
上
雪
隠
一
畳
・
玄
冠
二
畳
は
合
わ
せ
て
五
畳
の
広
さ
と
な

る
が
、
押
し
ま
く
り
は
四
枚
で
四
畳
に
し
か
な
ら
な
い
。
新
規
の
一
間
四
方
の
玄
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六
十
四
巻
一
号

冠
は
二
枚
の
押
し
ま
く
り
が
必
要
で
あ
り
、
上
雪
隠
一
畳
で
押
し
ま
く
り
一
枚
、

上
湯
殿
は
一
間
四
方
で
あ
る
が
、
押
し
ま
く
り
一
枚
し
か
残
ら
ず
、
上
湯
殿
は

残
り
一
畳
が
畳
敷
き
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
天
井
と
床
の
張
り
替
え
四
坪

は
座
敷
七
畳
と
床
の
間
一
畳
に
あ
た
る
。「
玄
冠
壱
間
四
方
新
規
」
は
湯
殿
横
の

「
縁
」
と
そ
の
外
部
の
「
ふ
三
た
ん
」
と
書
か
れ
る
部
分
に
あ
た
り
、「
縁
四
畳
」

が
勝
手
側
に
広
げ
る
前
の
表
四
畳
の
部
屋
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
、
二
畳
広
げ

て
六
畳
間
と
し
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
同
文
書
後
半
の
見
積
金
額
が
入
っ

て
い
る
部
分
で
は
「
三
之
間
仕
切
障
子
弐
本
板
戸
弐
本
新
規
出
来
」
と
、
当
初

み
ら
れ
な
か
っ
た
「
三
之
間
」
の
表
現
が
あ
ら
わ
れ
、
十
畳
に
新
し
く
宿
泊
用

に
障
子
や
板
戸
を
設
け
て
部
屋
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
ノ
間
に
記
載
さ
れ

る
腰
障
子
六
本
は
ど
こ
の
建
具
を
さ
す
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
座
敷
二
室
と
縁

側
の
境
で
は
七
本
と
な
り
一
本
不
足
す
る
が
、
張
り
替
え
で
あ
る
か
ら
破
損
し

て
い
な
い
も
の
が
一
本
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
明
り
障
子
弐
本
新

規
」
は
同
様
文
書
後
半
に
「
玄
冠
壱
間
四
方
天
井
小
松
簀
張
替
明
り
障
子
弐
本

出
来
」
と
あ
り
、
八
畳
と
玄
冠
の
境
に
障
子
を
入
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
板
戸
一

本
と
襖
戸
一
本
も
「
上
雪
隠
板
戸
仕
替　

天
井
椹
打
替　

小
用
所
共
新
規
出
来

　

同
所
襖
戸
張
替
」
と
あ
り
、
上
雪
隠
の
戸
が
板
戸
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

襖
戸
は
漆
紙
張
り
で
、小
用
所
あ
る
い
は
上
湯
殿
の
入
口
戸
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、

押
ま
く
り
と
は
縁
側
、
湯
殿
、
雪
隠
、
床
の
間
の
床
板
上
に
敷
く
薄
縁
で
あ
る
。

（
四
）［
宝
暦
期
］

　
「
宝
暦
拾
年
辰
八
九
月　

辰
年
御
廻
国
御
宿
御
見
り
帳　

巳
春
畳
表
替
御
見

積
長
も
入）

（（
（

」
に
は
、
上
ノ
間
と
し
て
「
上
之
間
床
張
付
下
地
繕
」、「
襖
四
本
片

表
張
替
」、「
障
子
拾
壱
本
張
替
」、「
湯
殿
雪
隠
小
便
所
と
も
ニ
新
敷
出
来
」、

次
ノ
間
と
し
て
「
次
之
間
雪
隠
小
用
所
共
壁
繕
」、「
襖
壱
本
片
表
張
替
」、
そ

し
て
「
玄
冠
同
続
湯
殿
共
ニ
天
井
小
松
簀
取
替
」
と
あ
る
。
畳
積
り
と
し
て
上

ノ
間
に
「
一
、
同
刺
通
畳
替
畳
七
畳
」、「
一
、
同
表
替
畳
拾
弐
畳　

但
上
間
ゟ

続
キ
縁
側
共
ニ
」、「
一
、
同
表
押
ま
く
り
弐
枚　

右
同
断　

内
壱
枚
長
サ
壱
間

但
上
ノ
間
床　

壱
枚
同
三
間
但
同
所
ゟ
次
ノ
間
縁
」、「
一
、
右
表　

押
ま
く
り

四
枚　

内
弐
枚
長
サ
壱
間
玄
冠
上
敷　

弐
枚
同
壱
間　

湯
殿
雪
共
ニ
」と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
幅
一
間
の
床
の
間
付
き
上
ノ
間
七
畳
、
次
ノ
間
八
畳
、
座
敷
横

に
長
さ
四
間
の
畳
敷
き
縁
側
が
確
認
で
き
、
長
さ
三
間
に
押
し
ま
く
り
を
敷
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
玄
冠
は
二
畳
、
湯
殿
や
雪
隠
は
幅
半
間
に
長
さ
一
間
の
押

し
ま
く
り
を
敷
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、「
源
大
夫
家
図
」に
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

し
か
し
、
次
ノ
間
に
は
「
雪
隠
小
用
所
共
壁
繕
樋
箱
弐
ツ
仕
替
」
と
あ
り
、
次

ノ
間
用
の
雪
隠
小
用
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
間
取
り
が
一
部
改
造
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
障
子
十
一
本
は
七
畳
座
敷
の
縁
側
に
三
本
、

八
畳
座
敷
の
縁
側
に
四
本
、
玄
関
側
に
二
本
、
合
計
九
本
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

二
本
不
足
す
る
が
、
延
享
期
に
は
板
敷
き
と
み
ら
れ
る
拾
畳
に
仮
設
の
六
畳
間

を
造
っ
て
お
り
、
明
か
り
障
子
二
本
が
新
た
に
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と

次
ノ
間
用
に
既
に
雪
隠
・
小
用
所
の
設
備
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
常
設
化

し
た
部
屋
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
障
子
張
り
替
え
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
襖

壱
本
片
面
張
替
」
は
小
用
所
あ
る
い
は
上
湯
殿
の
戸
と
み
ら
れ
る
。
以
上
か
ら

宝
暦
期
は
「
源
大
夫
家
図
」
よ
り
後
の
間
取
り
が
想
定
さ
れ
る
。

（
五
）［
天
明
期
］

　
「
御
廻
国
御
泊
今
泉
浦
河
野
浦
御
宿
拵
見
積
帳）

（（
（

」
に
は
、「
上
之
間
か
ら
紙
四

本
両
面
張
替　

同
障
子
六
本
張
替
」、「
雪
隠
小
用
所
」、「
次
之
間
障
子
五
本
張
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西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

替
」、「
上
湯
殿
小
松
簀
天
井
張
替
縁
繕
」、「
玄
冠
之
間
次
通
湯
殿
仕
立
縁
繕　

天
井
小
松
簀
張
替
」、「
式
台
之
間
障
子
三
本
張
替　

腰
障
子
弐
本
新
規
出
来　

次
通
仮
雪
隠
小
用
所
拵
（
中
略
）
式
台
之
間
杉
板
戸
壱
本
出
来
」
な
ど
が
あ
り
、

畳
と
し
て
「
上
之
間
畳
九
畳
表
替
、
二
之
間
畳
八
畳
表
替
、
雪
隠
小
用
所
半
畳

弐
畳
床
繕
表
替
」
と
あ
る
。
こ
の
見
積
書
は
前
三
期
の
見
積
書
よ
り
粗
く
記
入

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
修
繕
工
事
の
途
中
に
お
こ
な
わ
れ
る
中
見
分
の
追
積
り

を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
見
積
内
容
に
抜
け
て
い
る
項
目
が
多
く
み
ら
れ
る
こ

と
に
よ
る）

（（
（

。
追
積
り
で
は
障
子
や
押
ま
く
り
な
ど
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、

「
上
之
間
畳
九
畳
」
は
延
享
期
の
よ
う
に
座
敷
七
畳
に
縁
側
二
畳
を
加
え
る
も

の
と
理
解
で
き
る
が
、「
二
之
間
畳
八
畳
」
は
座
敷
八
畳
の
み
で
縁
側
の
畳
が

不
足
す
る
。
ま
た
、「
式
台
之
間
障
子
三
本
張
替
」
と
あ
り
、
玄
冠
と
は
別
に

常
設
の
式
台
之
間
の
存
在
も
想
像
さ
れ
る
。
一
方
、
追
積
り
に
は
「
床
之
上
押

捲
壱
枚
出
来　

上
ノ
間
次
ノ
間
共
ニ
両
戸
袋
二
ヶ
所
大
破
繕　

上
ノ
間
雪
隠
小

用
処
押
捲
出
来　

三
ノ
間
腰
障
子
壱
本
新
規
出
来
、
四
ノ
間
寄
物
障
子
六
本
張

替
共
御
入
用
追
積
り
」
と
あ
り
、押
し
ま
く
り
の
み
で
畳
の
記
述
は
み
ら
れ
ず
、

三
ノ
間
と
し
て
常
時
使
用
で
き
る
部
屋
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
天
明
期
の
間
取
り
が
宝
暦
期
と
は
さ
ら
に
異
な
り
、
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
次
通
湯
殿
と
は
巡
見
使
の
従
者
で
用
人
な
ど
上
級
武
士

の
た
め
の
湯
殿
で
、
仮
雪
隠
・
小
用
所
と
同
様
に
仮
設
物
で
あ
る
。

　

以
上
、
享
保
期
か
ら
天
明
期
に
お
け
る
巡
見
使
宿
準
備
の
見
積
仕
様
帳
と
、

「
源
大
夫
家
図
」
に
つ
い
て
座
敷
廻
り
を
中
心
に
検
討
し
、
享
保
期
・
延
享
期

の
間
取
図
と
し
て
不
都
合
が
生
じ
な
い
こ
と
、
宝
暦
期
・
天
明
期
は
増
築
や
改

修
の
手
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
て
若
干
問
題
が
残
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
源
大
夫
家
図
」
は
享
保
期
あ
る
い
は
延
享
期
の
巡
見
使

を
迎
え
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
間
取
図
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
他

の
四
枚
の
図
も
同
様
な
時
期
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
源
大
夫

家
図
」
の
主
屋
は
享
保
期
あ
る
い
は
延
享
期
ま
で
確
実
に
存
在
し
、
主
要
な
座

敷
部
は
宝
暦
期
・
天
明
期
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
寛

政
十
二
年
の
火
災
ま
で
「
源
大
夫
家
図
」
の
主
屋
が
増
改
築
等
を
加
え
ら
れ
な

が
ら
も
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　

三　

中
村
三
之
丞
家
の
間
取
図

　

前
節
で
享
保
期
あ
る
い
は
延
享
期
の
巡
見
使
時
の
図
と
推
定
さ
れ
た
「
本
陣

等
間
取
図
」
中
の
河
野
浦
「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
は
、
中
村
三
之
丞
家
の
主
屋

間
取
図
で
あ
る
。『
中
村
家
住
宅
調
査
報
告
書）

（（
（

』
に
よ
る
と
、
同
家
の
江
戸
時
代

の
主
屋
間
取
図
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
の
他
に
三
枚
確
認

さ
れ
て
い
て
、天
明
七
年
の「
河
野
浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
図
」、寛
政
元
年
の「
御

廻
国
様
ニ
付
家
絵
図
御
本
陣
御
下
宿
共
」
中
の
間
取
図
、
天
保
九
年
の
「（
本
陣

間
取
図
）」
中
の
「
河
野
浦
三
郎
右
衛
門
家
間
取
図
」
で
あ
る
。
前
二
図
は
天
明

期
の
廻
国
巡
見
使
の
史
料
で
、
巡
見
使
派
遣
は
天
明
七
年
三
月
二
十
七
日
に
発

遣
令
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
施
は
天
明
八
年
と
寛
政
元
年
で
、
三
月
二
十
九

日
か
ら
四
月
十
三
日
ま
で
越
前
国
内
を
巡
見
し
た）

（（
（

。
廻
国
巡
見
使
は
、
今
泉
浦
・

河
野
浦
に
四
月
二
日
に
宿
泊
し
て
い
る
の
で
、「
御
廻
国
様
ニ
付
家
絵
図
御
本
陣

御
下
宿
共
」
の
包
紙
の
「
己
寛
政
元
年
酉
四
月
二
日
」
と
の
記
述
に
一
致
す
る
。

天
明
七
年
の
図
に
は
「
天
明
七
年
未
秋　

三
番　

河
の
□
三
良
右
衛
門
家
」
と
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六
十
四
巻
一
号

あ
る
。
天
明
七
年
の
図
は
廻
国
巡
見
使
宿
泊
の
準
備
の
た
め
の
間
取
図
、
寛
政

元
年
の
図
は
宿
泊
時
の
間
取
図
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
天
明
七
年
の
「
河

野
浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
図
」
に
は
北
東
に
あ
る
八
畳
の
押
入
の
北
に
張
紙
で

「
仮
湯
殿
」・「
か
り
雪
隠
小
用
所
」の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、寛
政
元
年
の「
御

廻
国
様
ニ
付
家
絵
図
御
本
陣
御
下
宿
共
」
中
の
間
取
図
に
は
座
敷
に
巡
見
使
を

は
じ
め
用
人
の
氏
名
が
書
か
れ
、
南
東
隅
の
部
屋
に
は
福
井
藩
役
人
が
詰
め
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
両
図
で
は
主
屋
北
東
の
雪
隠
や
湯
殿
の
位
置
に
多
少
の

違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
主
要
な
座
敷
や
室
の
間
取
り
に
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
天

保
九
年
の
「（
本
陣
間
取
図
）」
中
の
「
河
野
浦
三
郎
右
衛
門
家
間
取
図
」（
本
図

は
今
泉
浦
の
浜
野
源
三
郎
家
文
書
の
天
保
八
年
八
月
頃
の
「
本
陣
間
取
図
」
と

同
一
中
に
あ
り
、
正
確
に
は
一
年
前
の
図
と
な
る
）
は
寛
政
元
年
の
間
取
図
に
座

敷
二
室
が
北
に
追
加
さ
れ
、
湯
殿
が
そ
の
奥
に
設
け
ら
れ
る
。
幅
三
間
奥
行
四

間
半
の
土
間
が
板
ノ
間
を
も
う
け
て
小
さ
く
な
り
、
廻
国
巡
見
使
の
宿
泊
ま
で

に
主
屋
に
大
き
な
改
造
や
増
築
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
と
天
明
七
年
の
「
河
野
浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
図
」

を
比
較
す
る
。「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
は
南
か
ら
幅
三
間
奥
行
四
間
半
の
土
間
、

そ
の
北
に
八
畳
三
室
と
十
畳
を
田
の
字
に
配
置
す
る
。
入
口
は
八
畳
側
の
土
間

の
一
間
幅
で
あ
る
。
東
の
八
畳
間
・
十
畳
間
・
土
間
の
東
奥
に
六
畳
間
二
室
（
一

つ
は
押
入
状
の
部
屋
付
き
）
と
四
畳
半
の
二
室
（
一
つ
は
物
置
）
を
横
に
配
置

す
る
。
部
屋
配
置
は
二
列
三
室
配
置
と
な
る
。
床
の
間
・
押
入
の
あ
る
八
畳
を

上
ノ
間
と
し
、
そ
の
北
裏
に
一
間
四
方
の
湯
殿
と
上
り
場
を
新
た
に
設
け
る
。

表
と
な
る
八
畳
二
室
の
西
に
は
長
さ
五
間
の
縁
側
を
置
き
、
北
端
に
雪
隠
を
設

け
る
。
こ
の
雪
隠
に
は
仮
の
書
込
み
が
み
ら
れ
ず
、
既
に
常
備
し
て
い
た
と
判

断
で
き
る
。
縁
側
南
の
座
敷
八
畳
前
に
仮
の
式
台
を
新
た
に
も
け
て
い
る
。
上

ノ
間
東
の
座
敷
八
畳
に
は
北
の
縁
側
に
新
し
く
仮
湯
殿
を
設
け
、
そ
の
奥
の
座

敷
六
畳
の
北
東
隅
に
便
所
を
設
け
る
。
縁
側
板
に
戸
の
印
や
文
字
書
込
み
が
あ

り
、
新
し
く
設
け
ら
れ
た
あ
る
い
は
設
け
ら
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

天
明
七
年
の
「
河
野
浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
図
」
で
は
主
要
な
部
屋
配
置
は

「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
と
同
じ
で
、
北
東
隅
で
押
入
状
の
部
屋
の
付
く
六
畳
が
な

く
な
り
、
土
間
奥
の
四
畳
半
二
室
が
大
き
さ
九
畳
の
板
ノ
間
と
な
る
。
物
置
は
そ

の
南
に
張
り
出
し
た
部
分
に
移
動
し
た
と
み
ら
れ
る
。
土
間
入
口
は
八
畳
の
南
に

あ
り
、
幅
を
や
や
大
き
く
し
て
い
る
。
上
ノ
間
と
な
る
八
畳
は
奥
行
三
尺
に
満
た

な
い
大
小
の
床
の
間
と
、
西
に
縁
側
を
設
け
、
縁
側
北
端
に
湯
殿
・
雪
隠
・
小
用

所
を
置
く
。
湯
殿
・
雪
隠
・
小
用
所
は
単
線
で
柱
の
記
入
が
な
い
こ
と
か
ら
計
画

と
み
ら
れ
る
。
そ
の
東
の
八
畳
も
出
窓
風
の
明
か
り
床
と
押
入
が
あ
る
。
押
入
の

北
に
は
仮
の
湯
殿
と
雪
隠
・
小
用
所
を
お
く
。
こ
れ
も
仮
と
あ
る
よ
う
に
計
画
で

あ
る
。
こ
の
八
畳
は
東
に
長
さ
二
間
の
縁
側
が
あ
る
。
寛
政
元
年
の
「
御
廻
国
様

ニ
付
家
絵
図
御
本
陣
御
下
宿
共
」
中
の
間
取
図
で
は
北
東
隅
の
八
畳
の
押
入
端

を
湯
殿
と
し
、
縁
側
を
Ｌ
字
形
に
南
の
六
畳
へ
と
つ
な
ぎ
、
そ
の
奥
に
雪
隠
を
設

け
る
。
表
側
に
八
畳
と
そ
の
西
の
縁
側
、
そ
の
南
に
設
け
ら
れ
た
部
屋
は
、
天
明

の
図
で
三
畳
と
一
畳
の
部
屋
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
元
年
の
図
で
は
幅
二
間
と
な
り
、

中
央
に
石
と
み
ら
れ
る
段
が
描
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
幅
一
間
半
か
ら
二
間
の

大
き
な
式
台
に
改
造
し
た
と
み
ら
れ
る
。
土
間
は
棟
通
り
で
前
後
に
分
け
ら
れ
、

手
前
土
間
内
の
南
に
湯
殿
が
計
画
さ
れ
た
が
、
寛
政
元
年
の
図
で
は
屋
外
に
張

り
出
し
て
設
け
ら
れ
た
。さ
ら
に
土
間
の
東
に
は
幅
半
間
の
下
屋
が
設
け
ら
れ
た
。

　

以
上
か
ら
「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
の
北
東
隅
の
六
畳
を
別
と
す
れ
ば
、
南
西
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西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

の
八
畳
前
の
縁
側
を
式
台
に
変
更
、
上
ノ
間
と
な
る
八
畳
と
そ
の
北
の
次
ノ
間

八
畳
を
大
床
の
間
・
小
床
の
間
・
明
か
り
床
の
あ
る
部
屋
に
整
備
、
大
き
な
土

間
を
東
西
空
間
へ
の
分
割
、
物
置
の
主
屋
外
へ
の
移
設
と
板
間
の
設
置
は
、
住

宅
と
し
て
応
接
機
能
を
拡
充
し
、
土
間
を
縮
小
す
る
時
代
の
流
れ
に
相
応
す
る

も
の
で
あ
る
。「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
は
天
明
七
年
の
「
河
野
浦
三
良
右
衛
門

家
間
取
図
」
よ
り
前
時
期
の
間
取
図
と
し
て
問
題
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
北
東
隅
の
六
畳
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
か
。
上
ノ
間
東
の
八
畳

間
は
北
側
に
建
具
が
入
れ
ら
れ
る
か
ら
幅
三
尺
の
部
分（「
手
廻
普
請
」と
記
載
）

は
縁
側
と
理
解
で
き
、
そ
の
東
に
続
く
六
畳
間
も
北
に
縁
側
、
東
奥
に
押
入
が

あ
り
、
八
畳
・
六
畳
は
東
西
の
続
き
間
で
北
庭
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

巡
見
使
宿
泊
の
た
め
の
改
造
で
は
な
く
、
享
保
期
・
延
享
期
か
ら
こ
の
間
取
り

で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
後
、
八
畳
二
室
に
床
の
間
を
整
備
し
、

縁
側
を
東
西
に
設
け
て
採
光
を
確
保
す
る
と
同
時
に
北
庭
を
東
へ
移
動
し
た
間

取
り
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
六
畳
が
撤
去
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　

お 

わ 

り 

に

　

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
中
の
「
源
大
夫
家
図
」
を
例
に

巡
見
使
本
陣
宿
の
見
積
仕
様
帳
と
の
比
較
検
討
か
ら
享
保
期
あ
る
い
は
延
享
期
以

前
の
巡
見
使
時
の
本
陣
間
取
図
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
今
泉
浦
の
浜
野
源
三
郎
家
住
宅
の
延
享
か
ら
寛
政
十
二
年
建
て
替
え
前
の

住
宅
間
取
り
が
判
明
し
た
。
一
方
、
河
野
浦
の
「
三
郎
右
衛
門
家
図
」
と
天
明
七

年
・
寛
政
元
年
の
間
取
図
の
比
較
に
よ
っ
て
、「
本
陣
等
間
取
図
」
の
図
面
年
代

に
齟
齬
を
来
さ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
中
村
三
之
丞
家
の
住
宅
主
屋
は
、
明

治
二
十
年
に
建
て
替
え
る
ま
で
は
度
重
な
る
増
改
築
を
繰
り
返
し
、
接
客
空
間
の

拡
充
、
土
間
の
縮
小
と
板
の
間
部
分
の
拡
大
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
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辞

　

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
福
井
県
文
書
館
、
南
越
前
町
教
育
委
員
会
、

浜
野
尚
氏
、
中
村
日
出
男
氏
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
位
か
ら
資
料
提
供
や
助

言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
関
係
各
位
に
末
尾
な
が
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
１
） 

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
「
本
陣
等
間
取
図
」。
以
下
の
特
に
書
籍
名
を
記
さ
な
い
西
野

次
郎
兵
衛
家
文
書
お
よ
び
浜
野
源
三
郎
家
文
書
は
福
井
県
文
書
館
の
複
製
文
書
に
よ
る
。

番
号
は
福
井
県
文
書
館
番
号
と
し
、
表
題
は
同
館
表
題
を
詳
し
く
記
入
し
た
。

（
２
）
浜
野
源
三
郎
家
文
書
〇
〇
〇
九
一
―
〇
〇
一
「（
本
陣
間
取
図
）」
二
枚
。

（
３
）
中
村
三
之
丞
家
文
書
「
河
野
浦
三
良
右
衛
門
家
間
取
」。

（
４
）
中
村
三
之
丞
家
文
書
「
御
廻
国
様
ニ
付
家
絵
図
御
本
陣
御
下
宿
共
」。
本
包
に
は
二
枚

の
絵
図
が
あ
り
、本
陣
宿
の
三
良
右
衛
門
家
住
宅
と
下
宿
の
吉
右
衛
門
家
住
宅
と
み
ら
れ
る
。

（
５
）
浜
野
源
三
郎
家
文
書
〇
〇
〇
九
一
―
〇
〇
二
「（
本
陣
間
取
図
）」。

（
６
）
半
田
隆
夫
「
幕
府
巡
見
使
体
制
と
西
国
経
済
」（
藤
野
保
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
近

世
日
本
の
政
治
と
外
交
』
雄
山
閣
、
一
九
九
三
年
一
一
月
、
一
六
一
〜
一
八
六
頁
）。

（
７
） 『
河
野
村
誌
』（
河
野
村
、
一
九
八
四
年
三
月
、
四
二
一
〜
四
六
九
頁
）。
廻
国
巡
見
使

は
十
二
回
と
あ
る
が
、
国
目
付
を
含
み
、
古
い
時
期
は
史
料
の
錯
誤
も
考
え
ら
れ
る
。

（
８
） 

鈴
木
与
兵
衛
家
文
書
「
四 

御
巡
見
様
御
順
路
并
諸
事
御
用
控
」（『
大
野
市
史　

諸
家
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六
十
四
巻
一
号

文
書
編
二
』
大
野
市
、
一
九
八
四
年
三
月
、
五
〇
七
〜
五
一
六
頁
）。

（
９
）
前
掲
（
７
）『
河
野
村
誌
』
八
五
一
〜
八
五
五
頁
。

（
10
） 
浜
野
源
三
郎
家
文
書
「
21 

海
岸
御
巡
覧
之
節
河
野
浦
御
泊
り
御
人
数
并
寄
物
清
帳　

万
延
元
申
年
四
月　

今
泉
浦
扣
」（『
河
野
村
誌　

資
料
編
』
河
野
村
、一
九
八
〇
年
八
月
、

六
〇
一
〜
六
〇
四
頁
）。

（
11
） 

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書「
124 

御
目
付
様
御
順
見
御
泊
今
泉
浦
御
宿
拵
見
積
り
帳　

写
」

（
前
掲
（
10
）『
河
野
村
誌　

資
料
編
』
四
八
四
〜
四
八
九
頁
）。『
国
事
叢
記 

上
』（
福

井
県
立
図
書
館
・
福
井
郷
土
誌
懇
談
会
共
編
、
福
井
県
立
図
書
館
、
一
九
六
一
年
三
月
、

五
六
二
〜
五
六
五
頁
）。
同
書
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
年
五
月
六
日
に
目
付
が
福
井
に
着
き
、

七
月
二
十
一
日
福
井
を
出
て
藩
領
内
を
巡
見
、
同
月
二
十
六
日
今
泉
泊
、
八
月
七
日
に

江
戸
へ
帰
っ
て
い
る
か
ら
享
保
十
年
六
月
の
本
見
積
書
は
宿
拵
実
施
後
の
結
果
を
記
載

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
幕
府
巡
見
使
に
関
す
る
一
連
の
記
録
（
前
掲
（
10
）『
河

野
村
誌　

資
料
編
』
四
七
六
〜
四
八
四
頁
）。
享
保
二
年
に
廻
国
巡
見
使
が
今
泉
浦
に
訪

れ
た
記
録
は
あ
る
が
、
本
陣
宿
名
は
不
明
。

（
13
）「
本
陣
等
間
取
図
」
に
お
け
る
源
大
夫
家
以
外
の
本
陣
・
下
宿
の
区
別
あ
る
い
は
宿

順
は
享
保
期
以
降
の
巡
見
使
宿
を
参
考
と
し
た
。

（
14
） 『
中
村
家
住
宅
調
査
報
告
書
』（
南
越
前
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
五
年
二
月
）
に
よ

れ
ば
、
本
図
は
「（
御
宿
間
取
図
）」
と
す
る
。

（
15
）
西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
「
117 

北
藤
左
ヱ
門
田
畠
永
代
売
券
状
」（
前
掲
（
10
）『
河
野

村
誌　

資
料
編
』
四
七
二
〜
四
七
三
頁
）。

（
16
） 

林
義
博
「
近
世
、
越
前
の
家
普
請
に
つ
い
て
」（『
福
井
県
史
研
究
』
第
四
号
、

一
九
八
六
年
九
月
、
九
三
〜
一
一
〇
頁
）。

（
17
） 

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書「
124 

御
目
付
様
御
順
見
御
泊
今
泉
浦
御
宿
拵
見
積
り
帳　

写
」

（
前
掲
（
10
）『
河
野
村
誌　

資
料
編
』
四
八
四
〜
四
八
九
頁
）。

（
18
） 

浜
野
源
三
郎
家
文
書
〇
〇
一
二
五
―
〇
〇
一
「
延
享
三
子
ノ
年
御
廻
国
御
泊
宿
見
積

仕
様
帳
」。

（
19
） 

浜
野
源
三
郎
家
文
書
〇
〇
三
一
三
「
宝
暦
拾
年
辰
八
九
月　

辰
年
御
廻
国
御
宿
御
見

り
帳　

巳
春
畳
表
替
御
見
積
長
も
入　

こ
の
見
積
り
本
紙
也
」。

（
20
） 

浜
野
源
三
郎
家
文
書
〇
〇
一
二
九
―
〇
〇
三
「（
天
明
七
年
）
御
廻
国
御
泊
今
泉
浦
河

野
浦
御
宿
拵
見
積
帳
」。

（
21
） 

拙
稿
「
天
明
期
・
天
保
期
に
お
け
る
廻
国
巡
見
使
宿
と
福
井
藩
の
関
係　

越
前
に
お

け
る
巡
見
使
の
宿
に
関
す
る
研
究　

そ
の
４
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第

八
二
巻
第
七
四
〇
号
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
、
二
六
九
三
〜
二
七
〇
〇
頁
）。

（
22
） 

前
掲
（
14
）『
中
村
家
住
宅
調
査
報
告
書
』。

（
23
） 

浜
野
源
三
郎
家
文
書
「
寛
政
元
酉
年
先
觸
」（
前
掲
（
10
）『
河
野
村
誌　

資
料
編
』

五
七
二
頁
）。
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国
京　

西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
の
「
本
陣
等
間
取
図
」
の
年
代

図1　「源大夫家図」
（西野次郎兵衛家文書「本陣等間取図」より）

画像提供：福井県文書館

図2　「久兵衛家・与兵衛家図」
（西野次郎兵衛家文書「本陣等間取図」より）

画像提供：福井県文書館

図3　「三郎右衛門家図」
（西野次郎兵衛家文書「本陣等間取図」より）

画像提供：福井県文書館

図4　「吉右衛門家図」
（西野次郎兵衛家文書「本陣等間取図」より）

画像提供：福井県文書館

図5　天保９年「今泉浦三郎右衛門家間取図」
（浜野源三郎家文書「（本陣間取図）」より）画像提供：福井県文書館
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六
十
四
巻
一
号

図6　「三郎右衛門家図」部分
（西野次郎兵衛家文書「本陣等間取図」より）

画像提供：福井県文書館

図7　天明7年「河野浦三良右衛門家間取図」
（中村三之丞家文書）

図8　�寛政元年「御廻国様ニ付家絵図御本陣御下宿共」
中の間取図

（中村三之丞家文書）

図9　天保９年「河野浦三郎右衛門家間取図」
（浜野源三郎家文書「（本陣間取図）」より）

画像提供：福井県文書館




